
■申込方法　新たに利用を希望する方は、申込書と添付書類を提出してください。現在入所している施設で引き続
　き保育を希望する（継続）方は、今回の申込期間内での手続きは必要ありませんが、１月に施設を通じ「現況届」
　等をお配りしますので、ご記入のうえ提出ください。
■申込書類　各施設、健康福祉課にあります。
■申 込 先　健康福祉課子育て支援係
■保 育 料　町が定める基準に基づき、保護者の住民税額（父母などの合算）と児童の年齢により決まります。
※延長保育と一時預かり保育の申し込みは、随時受付けます。
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■申込方法　新たに利用を希望する方及び１号認定を希望する方 
　は、申込書と添付書類を提出してください。現在入所している
　施設で引き続き保育を希望する（継続）方は、今回の申込期間
　内での手続きは必要ありませんが、１月に施設を通じ「現況届」
　等をお配りしますので、ご記入のうえ提出ください。
■申込書類　各施設、健康福祉課にあります。
■申 込 先　各施設
■保 育 料　町が定める基準に基づき、保護者の住民税額（父母
　などの合算）と児童の年齢により決まります。
※延長保育と一時預かり保育の申し込みは随時受付けます。
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➊ 子どもが満３歳以上で、 認定こども園や
    幼稚園で教育を希望する場合に該当。
➋ 保護者が働いているいないに関わらず、
    すべての子どもが利用できる。
➌ 休園日は、 土 ・ 日曜日 ・ 祝日、 夏 ・
    冬 ・ 春休み期間。（期間中は預かり
　　保育等を実施）

平成29年４月からの

 問い合わせ  　 健康福祉課子育て支援係　☎８６-０２１２　または　各施設

保育所（対象区分：２号・３号認定）・・

・・認定こども園（対象区分：１号・２号・３号認定）

育 の い 育の ８ 30 ４ 30

1号認定とは？

平成29年４月からの

健康福祉課子育て支援係　☎８６-０２１２　または　各施設

申込期間内に申し込んでね！

申込期間

11月14日（月）

～11月30日（水）

午前９時～午後５時１５分

※土 ・日 ・祝を除く

　

新入園児を募集します
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